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定 款 の 一 部 変 更 に 関 す る お 知 ら せ 
 
当社は、平成 20 年 5 月 12 日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を平成 20 年 6 月 26 日開催 

予定の第 79 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 

記 
１．定款変更の目的 

当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条につきまして事業目的を追

加するものであります。 
 
２．定款変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。           （下線は変更部分です） 

現  行  定  款 変   更   案 

（目的） 

第２条 

 

 当会社は、次に掲げる事業

を営むことを目的とする。 

(１) 各種容器製品の製造並

びに販売 

(２) 窯業製品の製造並びに

販売 

(３) 機器及びプラント類の

設計、製作並びに販売 

 

(４) 前各号に関連する技術

その他の情報の販売 

(５) 事業の運営上必要な他

の事業に対する投資 

(６) 前各号に附帯する一切

の業務 

（目的）

第２条 

 

 当会社は、次に掲げる事業

を営むことを目的とする。 

(１) 各種容器製品の製造並

びに販売 

(２) 窯業製品の製造並びに

販売 

(３) 機器及びプラント類の

設計、製作、販売並びに

設置工事 

(４) 前各号に関連する技術

その他の情報の販売 

(５) 事業の運営上必要な他

の事業に対する投資 

(６) 前各号に附帯する一切

の業務 

 
３．日 程 

定款変更のための株主総会開催日  平成 20 年 6 月 26 日（木曜日） 

定款変更の効力発生日   平成 20 年 6 月 26 日（木曜日） 

以 上 
投函先：兜クラブ 

大阪証券取引所記者クラブ 


